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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年7月30日(2020.7.30)

【公表番号】特表2019-520944(P2019-520944A)
【公表日】令和1年7月25日(2019.7.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-030
【出願番号】特願2019-502650(P2019-502650)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｃ   8/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｃ    8/00     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月22日(2020.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラント体（１０）と上部構造体との間の、補綴義歯（１）の一部としての上部構
造体支持体（２０）であって、
　中空のインプラントポスト（２３）と、中空のインプラントピン（５０）と、これらの
間に位置するインプラントフランジ（３１）と、を備え、
－前記インプラントポスト（２３）の空洞域（６７）と前記インプラントピン（５０）の
空洞域（６２）とは、前記上部構造体支持体（２０）と前記インプラント体（１０）とを
結合するねじ（９０）を貫通案内しかつ収容するように相互に移行しており、
－前記空洞域（６７，６２）は、それぞれ中心線（６９，６３）を有し、該中心線（６９
，６３）は、互いに中央の空洞域（６４）において交差しており、
－前記インプラントピン（５０）の前記空洞域（６２）には、前記インプラントフランジ
（３１）に向かって拡開するねじ頭部着座面（６５）が続いており、
－前記空洞域（６７）と前記ねじ頭部着座面（６５）との間に前記中央の空洞域（６４）
が位置しており、前記中央の空洞域（６４）は、湾曲した内空部であり、該内空部におい
て、前記空洞域（６７）と前記ねじ頭部着座面（６５）は、角を成すことなく接線方向に
相互に移行した状態で接続しており、
－少なくとも前記インプラントフランジ（３１）の領域は、前記インプラントポスト（２
３）の方向に向けられた支持カバー面（３７）を形成しており、該支持カバー面（３７）
の外縁（３３）は、インプラントポスト側の前記空洞域（６７）の前記中心線（６９）が
垂直に交差する基準平面（３８）を形成しており、
－両方の前記中心線（６９，６３）は、前記基準平面（３８）の下方で交差しているまた
は交わっている、
上部構造体支持体（２０）。
【請求項２】
　前記支持カバー面（３７）は、前記基準平面（３８）内に位置しているか、または円錐
台の円錐台側面（７５，７６）であり、該円錐台の頂角（７８）が１８０°～１６５°で
あり、前記円錐台の大きい方の端面（７７）が前記基準平面（３８）を成していることを
特徴とする、請求項１記載の上部構造体支持体。
【請求項３】



(2) JP 2019-520944 A5 2020.7.30

　前記ねじ頭部着座面（６５）は、円錐状、球面状または楕円体状に湾曲しているか、ま
たは別の形で、前記ねじ頭部着座面（６５）の回転軸線を横切る、該ねじ頭部着座面（６
５）の横断面が、変化していることを特徴とする、請求項２記載の上部構造体支持体。
【請求項４】
　前記ねじ頭部着座面（６５）は、前記基準平面（３８）の下方に配置されていることを
特徴とする、請求項３記載の上部構造体支持体。
【請求項５】
　前記基準平面（３８）と前記中心線（６９）との交点は、前記ねじ（９０）が接触する
接触面（７３）の領域の上縁（７４）に沿った開口面と前記中心線（６３）との交点から
、前記下側の空洞域（６２）の平均直径の少なくとも１７パーセントである距離だけ離れ
て位置していることを特徴とする、請求項３記載の上部構造体支持体。
【請求項６】
　前記中心線（５９）、（６９）により形成される前記上部構造体支持体（２０）の縦断
面の各片側の領域内に、インプラント円錐部（５３）の平均直径の２５パーセントよりも
大きい直径を有する測定円（９）は収まらないことを特徴とする、請求項１記載の上部構
造体支持体。
【請求項７】
　前記上部構造体支持体（２０）のそれぞれ異なる空洞域（６７，６５，６４，６２）は
、角を成すことなく接線方向に相互に移行した状態で接続していることを特徴とする、請
求項６記載の上部構造体支持体。
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